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０．第７回委員会での議論と本委員会の論点 

 

（１）第６回委員会での議論 

 

 【地域ブロックの上位計画との整合】 

  ○ 都市計画マスタープランの地区と総合交通計画の地区が整合していないことの説明を加えた方が

良いのでは。 

  => パブリックコメント資料では、16 地区がパーソントリップ調査の小ゾーン単位であることの説明

と地区割りの図面を追加 

 

 【公共交通のあり方について】 

  ○ 公共交通空白地域を埋めることを重視していると見受けられる。 

  ○ 空白地域を面積で議論していることでミスリードしているのではないか。人口や頻度(サービス水

準)を加味した議論が今後必要となってくる。 

  => 今回、公共交通空白地域を人口ベースで再算出している。 

 

 【将来交通施策について】 

  ○ 総合交通計画にもかかわらずバス計画のような印象を受ける。また、東西方向のバス路線が無い

という課題に対しての対応策が見えづらい。 

  => パブリックコメント資料では、区全域での施策を図表で表現した資料を追加 

 

 【地区別交通施策図について】 

  ○ 地区別交通施策の図中から代表的な施設抜け落ちている。 

  => パブリックコメント資料では、河川名や代表的な施設の記載を追加 

 

 

 

 

 

 

（２）本委員会の論点 

  ・パブリックコメントで把握した主な意見・要望について 

  ・パブリックコメントの結果を受けた足立区総合交通計画について 

 

Ⅰ．目標値（公共交通空白地域）について 

 ・交通計画に記載した施策（16 ブロックで整理した施策）が実施された場合の公共交通空白地域の

状況について報告する。 

  ・特に、施策(事業)の進捗状況を把握する指標として「公共交通空白地域面積及び人口」を定めてい

る。そのため、短期(概ね５年)、中期(概ね 10年)、長期(概ね 20年)の当該指標の推移について報告

する。 

 

Ⅱ．パブリックコメントの結果について 

 ・1ケ月間実施したパブリックコメントで頂いた区民の要望・意見について整理する。 

  ・パブリックコメントで頂いた意見の対応ついて報告する。 

 

Ⅲ．足立区総合交通計画策定 

 ・パブリックコメントで頂いた意見を反映した「足立区総合交通計画」確定版についてご意見を伺い

たい。 
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Ⅰ．目標値（公共交通空白地域）について 

（１）将来の駅位置･バス停位置の設定 

 【駅位置の設定】 

○ 足立区内の既存鉄路線及び駅位置を参考に平均的な駅間隔（平均駅間距離）を設定し、既存鉄道路

線との接続等を考慮して設定した。 

表 足立区内平均駅間距離 

路線名 駅  間 駅 数 延 長 平均区間距離

ＪＲ常磐線 北千住 ～ 亀有 ３駅 4.7 ㎞ 2.35 ㎞ 

東武伊勢崎線 堀切 ～ 竹ノ塚 ８駅 8.1 ㎞ 1.16 ㎞ 

東武大師線 大師前 ～ 西新井 ２駅 1.0 ㎞ 1.00 ㎞ 

京成本線 千住大橋 ～ 京成関屋 ２駅 1.4 ㎞ 1.40 ㎞ 

東京メトロ千代田線 綾瀬 ～ 北綾瀬 ２駅 2.1 ㎞ 2.10 ㎞ 

つくばエクスプレス 北千住 ～ 六町 ３駅 4.5 ㎞ 2.25 ㎞ 

日暮里･舎人ライナー 足立小台 ～ 見沼代親水公園 ９駅 6.7 ㎞ 0.84 ㎞ 

足立区平均    29 駅 28.5 ㎞ 1.30 ㎞ 

 

 【バス位置の設定】 

○ 路線バスは、H17 道路交通センサスより「バス停留所数」「バス路線延長」から平均的なバス停間隔

を設定し、既存路線バス停位置を考慮して設定した。 

表 足立区内平均路線バス停間隔 

バス路線延長 バス停留所数 平均バス停間距離  

53.2 ㎞ 233 箇所 0.457 ㎞ 約 450m 

注）H17 センサス 

 

 【はるかぜバス位置の設定】 

○ はるかぜは、各路線の「停留所数」「路線延長」から平均的なバス停間隔を設定し、既存路線バス停

及びはるかぜバス停位置を考慮して設定した。 

表 足立区内平均はるかぜバス停間隔 

路線延長 停留所数 平均バス停間距離  

106.5 ㎞ 283 箇所 0.376 ㎞ 約 350m 
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 ：バス停(路線バス)から道路距離 300m 圏 

 ：バス停(はるかぜ)から道路距離 300m 圏 

 ：バス停圏外で鉄道駅から道路距離 1000m 圏 

 ：鉄道駅        ：新設鉄道駅【想定】 
 ：バス停（路線バス）  ：新設バス停(路線バス) 【想定】 
 ：バス停（はるかぜ）  ：新設バス停(はるかぜ) 【想定】 

 ：短期(概ね５年)施策で空白地域が解消 

 ：中期(概ね 10 年)施策で   〃 

 ：長期(概ね 20 年)施策で   〃 

【現状】 

【施策効果】 

ﾊ゙ ｽ停300m ｶﾊﾞー 圏域

路線ﾊ゙ ｽ 割合 はるかぜ 割合 割合 駅1000m 割合

現　　状 2,699 60.0% 857 19.1% 3,556 79.1% 4,193 93.2%

短期(概ね５年) 2,626 58.4% 1,169 26.0% 3,795 84.4% 4,319 96.0%

中期(概ね10年) 2,655 59.0% 1,200 26.7% 3,855 85.7% 4,345 96.6%

長期(概ね20年) 2,731 60.7% 1,169 26.0% 3,900 86.7% 4,401 97.9%

4,497

面積(ha) 総数
バス停300mｶﾊ゙ ｰ圏域 ﾊ゙ ｽ停300m ｶﾊﾞー 圏域

路線ﾊ゙ ｽ 割合 はるかぜ 割合 割合 駅1000m 割合

現　　状 348,551 55.4% 138,816 22.1% 487,368 77.5% 589,856 93.8%

短期(概ね５年) 343,302 54.6% 178,620 28.4% 521,922 83.0% 607,339 96.6%

中期(概ね10年) 349,453 55.6% 181,111 28.8% 530,565 84.4% 610,774 97.1%

長期(概ね20年) 360,734 57.4% 174,662 27.8% 535,396 85.1% 617,436 98.2%

628,815

人　口 総数
バス停300mｶﾊ゙ ｰ圏域

公共交通空白地域の変化(面積ベース) 公共交通空白地域の変化(人口ベース) 

（２）公共交通空白地域の変化 
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■地区別公共交通空白地域の変化 

 【人口ベース】 

○現況で比較的空白地域が多い「関原地域(81.2%)」では路

線バスにより、「中川地域(85.4%)」「一ツ家地域(86.1%)」

「南花畑地域(89.1%)」でははるかぜ路線により改善する

傾向にある。 

○足立区全域では、短期(概ね５年)においてもはるかぜ路線

の新設･ルート変更により６ポイント程度の改善がみられ

る。 

注）各メッシュからの最寄り(最短道路距離)バス停が、路線バス停であれば「路線バス

でのカバー圏域」とし、同様にはるかぜバス停であれば「はるかぜでのカバー圏域」

として算定している。したがって、バス路線の新設･ルート変更により同一メッシュ

で「路線バスカバー圏域」から「はるかぜカバー圏域」（その逆も）に変わるため、

時期(短･中･長期)においても路線バス・はるかぜカバー率が減少する。 

※ただし、路線バス・はるかぜトータルのバスカバー率は一環して増加する。 

※カバー率は、四捨五入など表示桁数の関係で前表の計算値を一致しない場合がある 
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Ⅱ．パブリックコメントの結果について 

（１）パブリックコメントの実施 

 【実施期間】 

○ 平成２３年８月２２日（月）から平成２３年９月２１日（水）まで 

【公表資料及び閲覧場所】 

○ 「足立区総合交通計画（案）」（第六回委員会資料を加筆修正）及び概要版、委員会検討経緯をとりまと

めた資料 

○ 閲覧場所は、区ＨＰの他に、交通対策課（委員会事務局）、区民事務所、中央図書館、区民の声相談課、

政策課において配付・閲覧 

 【意見収集方法】 

○ 電子メール・ファクス・郵送・窓口への持参 

※郵送の場合は、募集期間末日までの消印のものを有効  

※指定の提出様式はなし（様式自由）  

※ただし、住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者氏名も明記）を記載したものに限る 

 【実施結果】 

○ １５名（１団体含む）の方から３０件の意見を収集 

内  訳 

電子メール ３名 (６意見) 

ファックス 10 名 (20 意見) 

郵便 ２名 (４意見) 

窓口持参 ０名 － 

合 計 １５名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）パブリックコメントの意見及び区の考え方（案） 

 ■計画路線の早期整備要望：６件／３０件（20％） 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 はるかぜ７号（六木

都住～六町駅～梅島

駅）の梅島駅を西新井

駅へ変更する案は大賛

成です。早期実現を要

望する。（類似意見2件）

バス事業者及び関係機関と協議を行い、早期実現に努めてまい

ります。 

特になし 

2 綾瀬駅～六町駅～西

新井駅行きはるかぜの

新設に賛成です。ぜひ

実現していただきた

い。 

バス事業者及び関係機関と協議を行い、早期実現に努めてまい

ります。 

特になし 

3 はるかぜ12号の五反

野交通広場への乗り入

れに賛成です。交通広

場の早期完成を願いま

す。 

バス事業者及び関係機関と協議を行い、早期実現に努めてまい

ります。 

特になし 

4 大谷田二丁目中川沿

い地域のバス路線の導

入要望。（類似意見2件）

計画に位置付けられた大谷田 2 丁目付近を走行する路線につい

て、バス事業者及び関係機関と協議を行い、早期実現に努めてま

いります。 

特になし 

 

 ■バス路線への要望：６件／３０件（20％）         その１ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 はるかぜ 12 号（亀有

駅南口～綾瀬駅～五反

野駅～足立区役所～西

新井駅東口）がエル・

ソフィアに停車するよ

うルートを変更しても

らいたい。 

（類似意見 2件） 

今年 5 月に「区民の声」あてに同様の要望があり、事業者と協

議したところ、本路線は西新井東口を利用されるお客様が多く、

ルート変更した場合、距離の延伸となり、所要時間が増加するこ

とにより、定時性の確保が難しいため、現時点では困難と回答し

ています。 

今後、利用状況等を見極めながら必要に応じ検討していきます。

特になし 
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 ■バス路線への要望：６件／３０件（20％）        その２ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

2 花畑団地周辺から足

立区役所経由、北千住

行きのバス路線を整備

してほしい。 

花畑団地周辺から竹ノ塚駅、六町駅、綾瀬駅へのバス路線が充

実しています。また、竹ノ塚駅からは東武伊勢崎線で北千住駅へ、

バスは足立区役所経由で北千住駅西口への路線が運行していま

す。六町駅からはＴＸで北千住駅へ、バスは北千住駅西口への路

線が運行しています。綾瀬駅からは東京メトロ千代田線で北千住

駅へ、はるかぜ１号、１２号で足立区役所への路線が運行してい

ます。 

したがって、現時点では花畑団地周辺から足立区役所経由、北

千住行きのバス路線の整備は困難な状況です。 

今後、まちづくりの状況等を見極めながら必要に応じ検討して

いきます。 

特になし 

3 花畑団地から六町駅

間のバス路線を増便し

てもらいたい。 

現在この路線は、時間当たり２本から３本程度運行しています。

都市交通懇話会等をとおして要望内容をバス事業者に要望してい

きます。 

特になし 

4 竹ノ塚駅～保木間・

南花畑～六町駅～保塚

住区～足立区役所のバ

ス路線の要望。 

ご要望の竹ノ塚～六町駅間の路線は計画に位置付けられていま

す。また、六町駅から西新井駅及び綾瀬駅への路線も計画に位置

付けられており、既存路線バスも綾瀬駅に乗り入れています。 

西新井駅及び綾瀬駅から足立区役所までは既存はるかぜが充実

しており、現段階では全ての要望に応えることは困難な状況です。

今後、利用状況等を見極めながら必要に応じ検討していきます。

特になし 

5 計画に位置付けられ

ている「はるかぜ」新

設（綾瀬駅～亀有駅）

の路線を長門地域（中

川一～三丁目）を走行

するルートに変更して

欲しい。 

道路上を車両が通行することについては、道路構造の保全ある

いは交通の危険防止の観点から、道路法第４７条及び車両制限令

（道路法に基づく政令）の各規定により、通行できる車両の幅、

重量、高さ、長さ等についての制限が定められています。また、

バス事業者が道路運送法第４条に基づきバスの路線運行の許可を

受けるにあたっては、これら関係法令に適合していることが条件

となります。 

現在のはるかぜは、一般的に歩道のない道路において、道路幅

員が概ね６ｍ程度確保されていないと道路運送法の許可を受ける

ことができません。 

したがって、ご提案の地域につきましては、現行法令上この条

件を満たすことができず、「はるかぜ」を新設することはできませ

ん。 

今後も別の手法も含め引き続き検討してまいります。 

特になし 

 

 

 ■歩行者自転車の分離：３件／３０件（10％） 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 歩行者、自転車、車

を分離した自転車走行

環境整備を推進すべき

である。（類似意見3件）

自転車走行環境整備は、車道に走行空間を確保するタイプと歩

道で確保するタイプに分けられます。今後、道路幅員に応じて、

可能な限り歩行者、自転車、車を分離した構造で、車道又は歩道

において自転車走行環境整備ができるよう、関係機関と協議を行

い、実現に努めてまいります。 

計画を加筆

修正する。 

 

■鉄道新線整備関連：３件／３０件（10％） 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 ＴＸと日暮里・舎人

ライナーの駅は、将来

のメトロセブンとの乗

り換えが考慮されてい

ない。今後メトロセブ

ンの建設を促進する際

は、ＴＸと日暮里・舎

人ライナーにおける新

駅の設置についても検

討すべきである。 

メトロセブンは現在、エイトライナーと併せ区部周辺部環状公

共交通として関係区と都で事業の採算性や事業スキーム等の検討

を行っています。 

今後、メトロセブンの駅位置等の具体的な検討を行う際は、他

の鉄道路線との関係も十分配慮しながら検討してまいります。 

特になし 

2 交通不便地域を解消

するためには、地下鉄

の導入よりも建設費、

運用費が格段に安く、

需要の増減に対する柔

軟性に優れているＬＲ

Ｔや連節バスの導入を

図るべきである。 

地下鉄８号線及びメトロセブンの整備については、関係自治体

全体の意見として、地上部での導入空間が困難であることなどの

理由から、現在地下鉄を基本に検討を進めています。その中で、

コスト縮減策や利用者数を増やすための運用面での検討を行って

いるところです。 

今後も、事業スキームを含めた更なるコスト縮減を検討してま

いります。 

特になし 

3 地下鉄８号線及びメ

トロセブンの整備につ

いては、建設費用がか

かる割には利用率が上

がらなかったり、買い

物客が都心や郊外のシ

ョッピングモールに流

れてしまい、地域商店

がさびれることも予想

されるので反対。 

地下鉄８号線及びメトロセブンの整備については、国土交通省

の諮問機関である交通政策審議会が鉄道整備に関する次期答申を

行うのが概ね平成２７年頃と予想されるため、これを目途に検討

を進めています。具体的には、整備費や事業スキーム、費用対効

果などを関係機関と連携を図りながら更なる検討を行ってまいり

ます。 

特になし 
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 ■道路整備関連：２件／３０件（７％） 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 江北通り（西新井一

丁目から荒川土手ま

で）は、道路幅員が狭

いため、大型車同士の

すれ違いが困難な状況

である。バス同士の運

行環境を改善するた

め、障害となっている

電線の地中化を図る必

要がある。 

江北通りは一般車の通行も多く、西新井駅西口から池袋駅東口

のバス路線になっており、朝夕の通勤通学時間帯は、３分間隔で

運行している基幹路線となっています。 

一方、電線類の地中化は、電柱と架空線はなくなりますが、電

柱と同程度の距離で地上部に箱型の地上機器が設置されることに

なります。そのため、景観上は改善されますが、電柱よりも道路

上を占用するおそれがあります。また、道路には多数の地下埋設

物が存在し、地中化を図るスペースがないことなどから困難と思

われます。 

特になし 

2 区境や川沿いを中心

に地域の幹線となる道

路を拡幅、整備し、バ

ス路線を整備すべきで

ある。 

本計画の中で、バス走行ルートを担う道路の整備に位置づけら

れた都市計画道路や区画整理事業、地区計画の道路について、道

路の拡幅等を行い、バス路線の導入に努めてまいります。 

特になし 

 

 ■その他：10 件／３０件（33％）        その１ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

1 深夜時間帯の公共交

通を確保して欲しい。 

現在、赤羽駅や西新井駅から深夜バスが運行していますが、基

本的には区内で深夜まで公共交通を確保する必要がある施設はな

く、一般的にはタクシーの利用が考えられます。今後も深夜バス

の充実について事業者に要望してまいります。 

特になし 

2 長期的には、牛田駅

前及び北千住大踏切の

高架化もしくは地下化

を計画に盛り込んで欲

しい。また、歩行者の

回遊性という観点から

牛田駅・京成関屋駅を

一本化し、駅前広場等

も設置していただきた

い。 

牛田駅前踏切につきましては、歩行者や自転車の安全対策とし

て自由通路設置の検討は行ないましたが、立体交差化計画につい

ては未検討の状況です。また、北千住大踏切の立体交差化は、道

路の地下化が現実的と考えております。 

今後は、周辺のまちづくりの状況を視野に入れながら、必要な

踏切対策の検討を進めてまいります。 

また、牛田駅・京成関屋駅の一本化及び駅前広場の整備につい

ては、現段階では困難な状況です。 

特になし 

 

 

 

 

 ■その他：10 件／３０件（33％）         その２ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映 

3 渋滞対策や環境対策の面からも、で

きるだけカーシェアリングは促進す

べきだと思う。無論エコカー普及促進

やエコステーションの整備も必要で

ある。そこでレンターカー会社やエネ

ルギー会社と共同で、マンションや住

区ごとにカーシェアリングをする場

合に、エコカーを使う場合に限って補

助を行ったり、それ以外の個人がカー

シェアリングに参加したい場合の取

次ぎをしてみてはと思う。以上のよう

な区のカーシェアリング促進制度の

創設を提案する。 

公用車のエコカーを住民に貸し出したり、

助成制度を創設するなど、カーシェアリング

の普及に取り組みを始めた自治体もあること

は認識しております。国も、自治体のカーシ

ェアリング活用を支援する方針でもありま

す。 

一方、民間事業者が展開するカーシェアリ

ングにおいても、エコカーを希望する利用者

は少なくないようです。どのような取り組み

が最も有効か、先進自治体の事例を参考にし、

社会情勢の動向を見極めながら、検討してま

いります。 

特になし 

4 計画に位置付けられた佐野、大谷

田、中川地域のはるかぜ路線（将来）

の線が複雑にいりくんでいてわかり

づらい。計画内容を開示して欲しい。

足立区全域を表示した図面の施策番号と１

６ブロック別の地域別に表示した図面の施策

番号を統一するとともに、路線が複雑にいり

くんでいる地域別の図面については、必要に

応じ拡大図をつくるなど、わかりやすい表現

に努めていきます。また、本計画書が出来た

段階で担当課及び区のホームページで開示し

ていきます。 

地区別施策につ

いて以下を対応

する。 

・施策番号の統一

・拡大図の追加 

5 自転車で移動の際、荒川、中川など

にかかる橋や陸橋などを渡るのに大

変苦労するため、自転車がおさまる大

きさのエレベーターを設置していた

だきたい。 

橋や陸橋にエレベーターを設置して欲しい

という要望を以前にもいただき、各管理者に

要望を伝えたところ、法令や設置スペース、

費用対効果の面で大変困難な状況であると回

答をいただいております。 

今後、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」に基づく基本構想策定

の中で引き続き検討してまいります。 

特になし 

6 河川を利用した水上交通路が意外

と利用価値があるかも知れない。 

水上交通路は以前に検討したことがありま

したが、行き先が限定されるばかりでなく天

候面に左右され、定時運行が確保できないこ

となどで実現に至ってはいません。このよう

な状況を踏まえ、今回の計画には反映してお

りません。 

特になし 
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■その他：10 件／３０件（33％）          その３ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映

7 半蔵門線の運行に関

し、東急側で事故等が

発生した場合、便数が

減っても東武線の運行

をして欲しい。また、

押上駅の２、３番ホー

ムを東武側からも発着

できるように提案す

る。 

鉄道事業者に意見をお伝えしたところ以下の回答がありまし

た。 

相互直通路線において人身事故等によるダイヤ乱れが生じた

場合、その影響が広範に及ぶことから、状況に応じて一時直通

運転を中止させていただく場合がございます。たとえ遠方の東

急線側で事故が発生した場合であっても、その事故によるダイ

ヤ乱れの影響がメトロ線にも及んでいる場合に、東武線とメト

ロ線とで直通運転を継続すると東武線への運行にも支障をきた

してしまうことから、やむを得ず東武線の通常運行を確保する

ために直通運転を中止させていただくことにつきましてご理解

ください。また、事業者間において、相互直通運転の早期再開

などの課題解決に向けた研究を進めており、直通運転を中止し

た際の輸送利便の改善に引き続き努めてまいります。 

また、押上駅の２・３番線ホームへの発着につきましては、

構造上、地下駅での大規模な改良工事が必要となり、その実現

はたいへん困難な状況にあります。  

特になし 

8 日暮里・舎人ライナ

ーの全駅の駐輪場の屋

根をつけて欲しい。 

日暮里・舎人ライナー沿線の駐輪場は、個人の土地や東京都管

理の道路を借用して整備しているため、一定の制限があります。

個人の土地については、暫定であるため屋根の設置はできず、

区が適切な場所に土地を購入し整備する際に、屋根付駐輪場の整

備を検討してまいります。 

なお、高野西の駐輪場につきましては、平成２４年度、東京都

の土地を買い上げ屋根付駐輪場の整備を予定しています。さらに、

今後、全区営駐輪場を対象に、定期利用に限り、屋根あり屋根な

しの利用料金の差別化を図っていく予定です。 

特になし 

9 北綾瀬駅前に綾瀬駅

と同様の係員がいる一

日預かりの駐輪場をつ

くってほしい。 

北綾瀬駅の環七北側には民間の駐輪場を含め一時利用の駐輪場

はありません。また区営駐輪場を拡充するにも用地がなく困難な

状況です。 

環七南側の区営駐輪場は、係員もおり一時利用もできますので、

こちらのご利用をお願いいたします。また、今後、環七北側で民

間駐輪場の整備の申請があった場合は、一時預かりの要望を行っ

てまいります。 

特になし 

 

 

 

 

■その他：10 件／３０件（33％）             その４ 

 意見(要旨) 区の考え方（案） 計画書への反映 

10 二輪車も有力な移動

手段です。自転車駐輪場

の整備と併せて、できる

だけ安価に二輪駐輪場

の整備をお願いしたい。

区営自転車駐車場の改修及び新規整備の際には、区では

原動機付自転車の撤去も行っていることから整備も併せて

行っています。ただし、自動二輪車については、消防法等

との関係で施設自体の構造等が堅固である必要があり、需

要も多くないことから費用対効果の面で問題があるのが現

状です。 

したがって、自動二輪車については、引き続き東京都と

もに東京都道路整備保全公社と連携し、民間事業者への支

援及び利用者への情報提供に努めてまいります。 

特になし 
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Ⅲ．足立区総合交通計画：パブコメ意見反映版（修正箇所のみ提示） 

 

【パブコメ意見】 

歩行者、自転車、車を分離した自転車走行環境整備を推進すべきである。 
 

（２）自転車交通施策 

 

○自転車走行環境の充実 

 

自転車走行環境整備 

 自転車は、環境面への負荷が少なく手軽で便利に利用できるなど、移動に効率的な交通手段であ

る。当区は、平坦な地形であるとともに、公共交通空白地域も散在し、特に鉄道駅までの自転車利

用が多い反面、自転車事故も多く、安全で快適な利用環境づくりが必要となっています。 

 特に自転車利用が多い、駅前通り(補助 190 号線)、墨堤通り(補助 119 号線等)、補助 140 号

線、補助 109 号線、赤山街道、補助 261 号線、補助 255 号線、補助 262 号線、補助 258 号

線等については、今後、道路改修等に併せて関係各機関と協議を行い、協議が整った箇所について

順次、道路幅員に応じて、可能な限り歩行者、自転車、車を分離した構造で、車道又は歩道におい

て自転車走行環境整備に努めていきます。 

 

図 区営自転車駐車場への主要経路の利用台数（再掲） 

 

【パブコメ意見】 

計画に位置付けられた佐野、大谷田、中川地域のはるかぜ路線（将来）の線が複雑にいりくんでいてわか

りづらい。計画内容を開示して欲しい。 

 

 ●以下の修正で対応する。 

  １．地区別交通施策（図）で、バス路線の新設等でルートが入り込んでいる地区（千住曙橋地区、中川地区）

において、施策別（路線別）に一部地区を拡大した図を挿入する。 

  ２．地区別交通施策の番号を全区版（表及び図）に記載した施策番号に統一する 

    ※現状は、地区別にユニークな番号を付与しているため、地区を跨ぐ施策で異なる番号が付与されてい

る。 

 

 ●次頁に、「千住曙橋地区」及び「中川地区」の修正版を示す。 
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千住曙町地区の実情に即した実現性の高い交通施策イメージ 

地区の特徴 

【公共交通空白地域】 

  地区内には公共交通空白地域は残存しませんが、バス停が少ないため、バス停圏外の地域が多くなっ

ています。 

【バス停までの距離に対する満足度】 

  地区内の居住者の28％の方が「バス停までの距離」に対して『不満』と回答しており、区内で2番

目に高くなっています。 

【町丁内居住者の自宅からの利用駅】 

 地区内の居住者は、「北千住駅」を最も利用しており、次いで「京成関屋駅」、「牛田駅」の順で鉄道

駅を利用しています。 

【最も利用される駅までの主な交通手段】 

  最も利用されている「北千住駅」までの交通手段は、徒歩となっています。 

【自転車の走行空間に対する満足度】 

 地区内の居住者の62％の方が、「自転車の走行空間」に対して『不満』と回答しています。 

都市交通体系の方向性 

 地区の全域が、最寄りの鉄道駅から道路距離で 1km 圏内にあります。北千住駅東口は、北千住駅西口

と比較して幹線道路へ通じる道路が踏切で寸断されており、また、狭隘道路が多いこともあり、「はるか

ぜ」が部分的に運行しているものの、バス路線網が整備されていません。 

 平成 24年４月には、東京電機大学が開校し、北千住駅東口の交通広場の整備も予定されているため、

通行可能な範囲で地区内にバス路線の導入を図るよう隣接区やバス事業者と協議を進めていきます。併せ

て東京スカイツリー等の観光地等へのバス路線の発着地としての役割も視野に入れ、地域の活性化に努め

ていきます。長期的には、交通の障害や地域のつながりを分断する要因にもなっている踏切の解消を目指

していきます。 

施策の実施時期※ 

施策メニュー 
短期 

（概ね5年） 

中期 

（概ね10年） 

長期 

（概ね20年）

○高齢者等の外出支援 

 

４．北千住駅東口に接

続するバスルート

を検討 

 

 

 

24．区画街路12号線

の整備 

  

○円滑な乗り継ぎの実現 30．北千住駅東口交通

広場の整備 

  

○自転車走行環境の充実 16．区画街路12号線

に自転車走行環境

の整備 

  

○観光地等の移動支援 22．スカイツリー方面

等にアクセスする

バスの誘致を検討 

  

※施策の実施時期は、今後関係部署、関係機関と調整の上、決定する 

 

 

■都市交通目標実現のための千住曙町地区における交通施策イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表の施策番号は、施策一覧(P.42～43)と同一 

17．補助139号線の整備を検討 

4 
16､24

北千住駅 

浅草寿町方

牛田駅 

京成関屋駅 

堀切駅 

千住大橋駅方面

17

北千住駅 
方面 

補
助
118号
線

補
助
19
2号
線

補助139号線

30

22

亀有駅方面

東京ｽｶｲﾂﾘｰ方面 

南千住方面 

東
京
電
機
大
学 

東
京
未
来
大
学 

4 

 

 

新小岩、亀有方面

22

4

22

施策番号を統一 

施策番号を統一 

新設路線が入り

くんでいるため、

別図を挿入 
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中川地区の実情に即した実現性の高い交通施策イメージ 

地区の特徴 

【公共交通空白地域】 

  地区内には、中川沿いにまとまった公共交通空白地域が残存し、多くが 200 人/ha 以上が居住して

いるブロックとなっています。 

【バス停までの距離に対する満足度】 

  地区内の居住者の 20％の方が「バス停までの距離」に対して『不満』と回答しており、不満足度は

区平均より高くなっています。 

【町丁内居住者の自宅からの利用駅】 

 地区内の居住者は、約６割が「亀有駅」を利用しており、次いで「北綾瀬駅」、「綾瀬駅」となってい

ます。 

【最も利用される駅までの主な交通手段】 

  最も利用されている「亀有駅」までの交通手段は、徒歩となっています。 

【自転車の走行空間に対する満足度】 

  地区内の居住者の58％の方が、「自転車の走行空間」に対して『不満』と回答していますが、不満足

度は区平均より低くなっています。 

都市交通体系の方向性 

 狭隘道路が多く、中川沿いの地域に交通空白地域がまとまって残存します。一方、利用駅は、亀有駅が

約６割、北綾瀬駅で約２割、綾瀬駅で約１割の利用となっています。そのため、中長期的には道路整備等

を通してバス路線を導入するとともに、短期的にはバス停付近にサイクルアンドバスライドの整備や新た

なはるかぜの導入及びルート変更で、交通空白地域の解消に努めていきます。また、長期的には、地下鉄

８号線の延伸及びメトロセブンの早期整備を図るため、要請活動を継続していきます。 

 

 

 

 

施策の実施時期※ 

施策メニュー 
短期 

（概ね5年） 

中期 

（概ね10年） 

長期 

（概ね20年）

○高齢者等の外出支援 ３．大谷田一丁目付近に路線

バスのルート延伸を検討 

８．六木三丁目付近のはるか

ぜ 2 号の一部便のバスル

ート変更を検討 

15．大谷田付近にはるかぜの

バスルート新設を検討 

18．補助 274 号線沿い付近

にサイクルアンドバスラ

イド用の自転車駐車場整

備を検討 

34．六木二丁目、

佐野一丁目、

大谷田二丁目

付近にはるか

ぜのバスルー

ト新設を検討 

39．佐野六木土地

区画整理事業

による仲通り

の整備 

46．六木四丁目

付近のはる

かぜ７号の

バスルート

変更を検討 

48．六木四丁目

付近の地区

計画による

道路拡幅 

○広域移動の支援  
 
 
 
 
 

  

※施策の実施時期は、今後関係部署、関係機関と調整の上、決定する 

 

■都市交通目標実現のための中川地区における交通施策イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図表の施策番号は、施策一覧(P.42～43)と同一 

１．メトロセブンの整備促進 
２．地下鉄８号線（有楽町線）の整備促進 

8 

1 

亀有駅 

六ツ木都住方面

葛飾区方面 

八潮駅方面 

北綾瀬駅 

六町駅方面 

八潮駅方面 

北綾瀬駅方面

 

東和病院方面 

18 

46､48

39 

2

15

六町駅方面

綾瀬駅方面 

15 

3 

34

34 

綾瀬駅方面

 

 15 

15

34

施策番号を統一 
施策番号を統一 

新設路線が入り

くんでいるため、

別図を挿入 


